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第
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衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
陪
審
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
陪
審
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て 

刑
事
事
件
に
お
け
る
陪
審
制
度
は
、
陪
審
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
り
昭
和
三
年
十
月
一
日
か

ら
実
施
さ
れ
た
が
、
陪
審
法
の
停
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
よ
り
、
昭
和
十
八
年

四
月
一
日
以
降
停
止
さ
れ
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
昭
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
昭
和
十
八
年
三
月
三
十
一 

日
ま
で
の
間
、
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
た
事
件
の
数
は
、
合
計
四
百
八
十
四
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
の
内
訳 

は
、
有
罪
三
百
七
十
八
件
、
無
罪
八
十
一
件
、
公
訴
棄
却
一
件
、
陪
審
更
新
二
十
四
件
で
あ
る
。 

陪
審
法
の
施
行
が
停
止
さ
れ
た
の
は
、
陪
審
の
評
議
に
付
さ
れ
る
事
件
が
逐
年
減
少
し
、
昭
和
十
三
年
以
降 

は
毎
年
四
件
な
い
し
一
件
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
及
び
陪
審
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
当
時 

の
状
況
下
に
お
い
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
。 



二
に
つ
い
て 

我
が
国
に
お
い
て
陪
審
制
度
を
再
び
実
施
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
教
育
水
準
等
を
考
慮
に
入 

れ
て
も
、
な
お
検
討
す
べ
き
種
々
の
問
題
が
あ
り
、
今
後
と
も
関
係
当
局
に
お
い
て
慎
重
に
基
礎
的
な
研
究
を 

続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。 

現
在
も
陪
審
法
の
施
行
が
停
止
さ
れ
た
ま
ま
で
い
る
の
は
、
現
行
の
裁
判
制
度
が
適
正
か
つ
円
滑
に
運
営
さ 

れ
、
こ
れ
を
国
民
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

御
質
問
は
、
最
高
裁
判
所
の
調
査
に
係
る
事
項
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
答
弁
す
る
立
場
に
な
い
。 

四 

 




